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＜別紙２ 障害者グループホーム版＞ 

第三者評価結果 

 

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織（共通評価Ⅰ－１～４） 

努力、工夫していること 

（取組の状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

（Ⅰ-1 理念・基本方針） 

運営法人の理念・基本方針は、ホームページで

公開しており法人の使命や目指す方向、考え方を

読み取ることが出来ます。職員採用時の入社時研

修で理念を始めとし、各種ルールを記した「職員

ハンドブック」を配布し説明しています。また、

職員室に理念、基本方針を掲示し周知を図ってい

ます。 

 

職員室に理念や基本方針を掲示していますが、

日常的な認識が必要な為、今後職員会議等を通じ

て適宜、共有の機会を設けていくことを課題とし

ています。 

 

（Ⅰ-2 経営状況の把握） 

本部作成の詳細に分析された月次決算資料に

てホームの経営状況を把握し、利用者の推移、利

用率等の分析を行い課題に対処しています。相模

原市の事業所協会の会合に毎月出席し地域情報

を得、また、厚生労働省のホームページから福祉

事業の制度や動向を把握し、ホーム運営に活かし

ています。 

 

 

（Ⅰ-3 事業計画の策定） 

事業計画は、中・長期計画に沿って作成してい

ます。作成に当たっては、前年度を振り返り、職

員間で話し合い、ホームとしての課題を設定し作

成しています。半期ごとに達成状況を確認し、見

直しを行っています。利用者に関係する事項は家

族会で説明しています。 

 

全職員への周知が不十分な為、今後、如何にし

て周知を図って行くかを課題としています。 

 

（Ⅰ-4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組） 

個別支援会議や家族面談で利用者ニーズの把

握に努め、また、業務引継ぎや職員会議で利用者

状況や支援の方法を話し合いサービスの質の向

上を図っています。「指定福祉サービス事業所等

自己点検シート」に基づき、運営やサービス状況

を点検し、業務改善を行っています。また、第三

者評価を受審し、福祉サービスの質的な向上に取

り組んでいます。 
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Ⅱ 組織の運営管理（共通評価Ⅱ－１～４） 

努力、工夫していること 

（取組の状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

（Ⅱ-1 管理者の責任とリーダーシップ） 

管理者の役割と責任については、組織体制図、

運営規程に明記しています。ホーム運営の最終的

な判断や責任は管理者にあることを自覚し、常に

職員の意見が聞けるよう、随時面談し、風通しの

良い職場づくりに努めています。コンプライアン

スについては職員会議を通じて周知、確認するよ

うにしています。 

 

 

（Ⅱ-2 福祉人材の確保・育成） 

必要な人材の確保は、ホームで面談、現場実習

を行い、エリアマネージャーを通じて本部で評価

し決定しています。職員は、法人の年間研修計画

に基づきそれぞれ必要な研修を受講しています。

管理者は、チャレンジシート（職能資格評価）を

活用し年３回、職員と面談を実施しています。勤

務体制は職員の希望を入れて作成し、働きやすい

職場づくりに取り組んでいます。 

 

 

（Ⅱ-3 運営の透明性の確保） 

法人はホームページで理念や基本方針、ビジョ

ンを明示し、事業報告、財務状況、決算報告、第

三者評価結果、苦情処理結果等を公表していま

す。ホームには、毎年法人による内部監査が入っ

ています。居宅介護のヘルパー等、外部の関係者

がホームに出入りしており、第三者の目に触れる

ようになっています。 

 

 

（Ⅱ-4 地域との交流、地域貢献） 

自治会に加入しており、利用者と共に地域清掃

に参加しています。また、管理者が地域の防災訓

練に参加するなどして交流を図っています。ま

た、毎年９月に実施するホームの祭りでは関係者

や近隣にポスティングや声掛けし、参加者と交流

を深めています。 
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Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス（共通評価Ⅲ－１－（１）～（５）） 

努力、工夫していること 

（取組の状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

（Ⅲ-1-(1)利用者を尊重する姿勢の明示） 

全職員が所持し、日々の業務の手引書として活

用する「職員ハンドブック」には、利用者を尊重

したサービスの実施をうたった「理念や基本方

針」「倫理綱領」等を記載し、利用者を尊重する

姿勢を明示しています。法人作成の人権に関する

DVD、「行動指針」「身体拘束」「虐待防止」

で研修を行っており、ボランティアや実習生にも

周知しています。 

 

 

（Ⅲ-1-(2)福祉サービスの提供に関する説明と同意(自己決定）） 

ホームへの入居時に、福祉サービスの提供事項

を明記した重要事項説明書やサービス利用契約

書、運営規程、個人情報使用説明書等について管

理者が利用者・家族等と丁寧に読み合わせ説明

し、同意を得ています。日々の生活における意思

決定の場面で、会話の難しい重度の利用者には、

絵や絵カード、写真、文字盤等を利用し、出来る

限りの自己選択、自己決定が出来るように支援し

ています。 

 

（Ⅲ-1-(3)利用者満足の向上） 

個別支援会議で聴取した意見や要望と共に、日

頃から利用者の希望や意向の把握に努め、また、

家族アンケートや家族懇談会を実施し、意見や意

向を把握し支援に反映させています。利用者の意

見に基づき、行事や余暇活動を実施し利用者満足

の向上を図っています。 

 

 

（Ⅲ-1-(4)利用者が意見等を述べやすい体制の確保） 

苦情解決体制（苦情解決受付担当者、苦情解決

責任者、第三者委員）を整備し、重要事項説明書

やサービス利用契約書に明示し利用者や家族に

説明しています。玄関ホールに「困った時に

は・・・苦情解決事業」のカラー刷りのポスター

を掲示し周知すると共に、意見箱「利用者の声

BOX」を設置しています。 
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（Ⅲ-1-(5)安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組） 

有事に備え、管理者の携帯電話番号を利用者や

家族に伝えています。また、職員に対しては携帯

メールやラインでの連絡体制を取っています。緊

急時対応マニュアルを整備し研修を行っていま

す。防災・避難訓練を年６回、夜間想定で実施し、

地域の防災訓練にも参加しています。非常災害時

に備え飲食料品等を備蓄しています。 

 

 

 

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保（共通評価Ⅲ－２－（１）～（３）） 

努力、工夫していること 

（取組の状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

（Ⅲ-2-(1)提供する福祉サービスの標準的な実施方法の確立） 

サービスを行うにあったての基本的ルールや

サービス内容等は利用契約書、重要事項説明書を

用い、本人・家族の同意を得ています。用意して

いる書式は、漢字にふりがなをふっています。説

明時には本人の理解度や障がい特性を考慮しな

がらゆっくりと時間をかけて説明しています。 

 

 

（Ⅲ-2-(2)適切なアセスメントによる福祉サービス実施計画の策定） 

個別の支援計画作成にあたっては、サービス管

理責任者（世話人）が本人と面談をしています。

その後計画の枠組みを作成し、職員会議でさらに

話し合い、本人・家族に確認をしています。計画

の見直し（モニタリング）は、基本的に半年ごと

としています。 

 

本人・家族の希望や意向に基づいた計画作成の

ためのアセスメントに関して、定められたアセス

メント様式がなく、記録の確認ができないので、

今後、把握したニーズや解決すべき課題を記録に

残していくことを課題と考えています。 

（Ⅲ-2-(3)福祉サービス実施の適切な記録） 

個別の支援計画書は、長期目標と短期目標があ

り、目標を達成するための具体的な支援を定めて

います。利用者記録は、常勤、非常勤に関係なく

記録をしています。 

 

個別の支援計画に沿った記録の取り方、利用者

の様子の推移など丁寧な経過把握の必要性につ

いて全職員に周知できていない現状があります。

状況を的確に伝え、計画に基づいた支援につなげ

られるような記録の取り方を課題と考えていま

す。 
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Ａ-１ 利用者の尊重と権利擁護（内容評価 A－１－（１）、（２）） 

努力、工夫していること 

（取組の状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

（Ａ-1-(1)自己決定の尊重） 

言葉でのコミュニケーションが難しい利用者

が多い中でも、本人の表情や仕草、普段の本人

のルーティンなどから思いや、本音を推し量っ

てます。飲み物提供の際、「温かいもの」「冷た

いもの」を用意してどちらが良いか選んでもら

ったり、本人の強いこだわりで決まった行動が

ある中で、他の方法でも本人が心地よく感じる

場合があるかもしれないので、職員はアプロー

チを怠らないようにしています。 

 

 

（Ａ-1-(2)権利侵害の防止等） 

運営法人が人権尊重主義の主旨の理念を掲げ

ております。利用者の権利擁護の徹底をおこな

い、人権侵害、虐待、身体拘束がないように周

知徹底するとともに、利用者との信頼関係を築

き、充実した生活が送れるよう支援しています。

職員は、人権に関する研修の受講のほか、業務

中の職員の腕組み、目線などちょっとした動作

が与える利用者への影響について、お互いの注

意喚起、会議で話し合い、再度意識を深める注

意を払っています。 

 

 

 

Ａ-２ 生活支援（内容評価 A－２－（１）～（８）） 

努力、工夫していること 

（取組の状況を具体的に記入） 

課題と考えていること 

（課題の状況を具体的に記入） 

（Ａ-2-(1)支援の基本） 

ホーム内で利用者が主体的に、楽しくかつ安

全に生活できるようにしています。転倒のリス

クが高い利用者への見守り重視のほか、共用空

間のレイアウトは利用者の動線を考慮して配置

しています。自傷、他傷行為に関しては本人の

性格や障害特性を良く理解し、表情、言動をよ

く観察することで、不安や苛立ちを察知するよ

う努めて、利用者同士の相性にも配慮をしてい

ます。必要に応じて職員が悩みなどをゆっくり

聞く時間を設け、孤立しないよう配慮していま

す。 
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（Ａ-2-(2)日常的な生活支援） 

コミュニケーションを図ることが十分でない

場合の個別の配慮として、文字盤、絵、写真な

どを活用し本人の意思を判断しています。コン

ビニやスーパーマーケットなどのお店のマーク

を活用することもあります。生活の流れの理解

を深めてもらうため、絵カードを利用し、視覚

情報から見通しを立てやすいように配慮をして

います。食事の時間はある程度決めていますが、

早め、遅め、食事場所なども本人本意に任せて

います。食べ物の味が混ざることを好まない場

合は、盛り付けに気をつけています。 

 

 

（Ａ-2-(3)生活環境） 

建物は、同法人の生活介護事業所を併設して

います。1 階が女性利用者、2 階が男性利用者

の居住空間です。各居室はプライベート空間な

ので、他の利用者の迷惑にならなければ過ごし

方は自由としています。大好きな歌手のポスタ

ーを飾る、裁縫道具、テレビゲーム、パソコン

など一人ひとりその人らしさが損なわれないよ

うに職員は見守っています。利用者の身体状況

により、トイレと洗面台が付いた居室を用意し

ています。共用空間は採光、換気、温湿度、清

潔等に配慮しています。 

 

 

（Ａ-2-(4)機能訓練・生活訓練） 

転倒しやすい、車イスが必要など、心身の変

化に対し、医師や看護師と連携し、支援の質が

向上するよう努めています。体調のちょっとし

た変化に気付けるようにしています。掃除、洗

濯、衣服の着脱、身だしなみ、買い物などでき

る限り本人に行ってもらい、必要な部分を職員

が支援をするようにしています。入浴を好まな

い利用者の場合、清潔衛生面を考慮し、無理強

いのない程度に様子を見ながら促しをしていま

す。 

 

 

（Ａ-2-(5)健康管理・医療的な支援） 

日々職員は利用者を良く観察し、普段と違う

場合は職員間で引き継ぎをしています。通所先

の職員に連絡帳や電話で知らせる場合もありま

す。非常勤で看護師を配置し、利用者の健康管

 

感染症及び食中毒の予防や発生時における利用者

の安全確保やまん延防止の対策が取られていませ

ん。まん延の防止に関するマニュアル等を整備し職

員に周知することが期待されます。 
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理をしています。健康診断結果も健康管理に活

かしています。定期のほか必要時には通院同行

をしています。薬の保管方法を工夫し、渡し忘

れや飲み忘れのないようにしています。利用者

が不穏になるサインを察知し、服薬支援につな

げています。 

（Ａ-2-(6)社会参加、学習支援） 

2 ヶ月ごとに法人主催で利用者対象の勉強会

を開催しています。ホームから毎回 3～4 名が

参加をしています。お金の払い方、性について

など、他のホームからの参加者とレクリエーシ

ョンをしながら楽しく学ぶ機会としています。 

 

 

（Ａ-2-(7)地域生活への移行と地域生活の支援） 

利用者が外出を希望する場合は職員が同行す

るほかガイドヘルパーを利用しています。大好

きな歌手のコンサート、買い物、映画など行き

たい所へ出かけています。ホームで企画をし、

利用者からのリクエストで一泊旅行、日帰り旅

行先を決めています。その他外食、プール、居

酒屋など様々な体験ができるよう支援をしてい

ます。 

 

 

（Ａ-2-(8)家族等との連携・交流と家族支援） 

家族との協力・連携を大切と考えています。

定期的に帰宅する利用者の場合は、在宅時の話

題など家族から情報を得て支援に活かしていま

す。帰ホームのため、家族が本人を送って来た

時に直接話を聞く場合もあります。通所時の様

子は通所先の職員と連絡ノートを利用していま

す。ホームのみならず家族同士の交流のきっか

けになればとの思いもあり、毎年家族懇談会を

開催しています。会には毎回 8割ほどの出席が

あります。 
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その他特記事項：第三者評価機関として今後、特に課題として取り組みを期待したい事項 

（※特記する事項がない場合は無記入） 

評価対象 

・分類 

・項目 
第三者評価機関からのコメント 

Ⅲ

-2-(2) 

取り組みを期待

したい事項 
アセスメントの書式の整備と記録 

理由 

本人・家族の希望や意向に基づいた計画作成のためのアセスメントに関

して、書式および記録の確認ができませんでした。把握したニーズや解決

すべき課題を記録に残していくことが期待されます。 

Ⅲ

-2-(3) 

取り組みを期待

したい事項 
個別の支援計画に基づいた記録の方法 

理由 

個別の支援計画に沿った記録の取り方、利用者の様子の推移など丁寧な

経過把握の必要性について全職員に周知できていない現状があります。状

況を的確に伝え、計画に基づいた支援につなげられるような記録方法が期

待されます。 

Ⅲ－ 1－

（5） 

取り組みを期待

したい事項 
感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延防止のための仕組みづくり 

理由 

感染症及び食中毒の予防や発生時における利用者の安全確保やまん延防

止の対策が取られていません。感染症及び食中毒の発生予防及びまん延の

防止に関するマニュアル等を整備し職員に周知すると共に、定期的に勉強

会等を開催し、記録しておくことが期待されます。 
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第三者評価機関コメント 利用者調査の結果 

項目 コメント 

利用者調査で確認できたこ

と 

（※次の調査方法のうち該

当するものに○印を記入） 

○①ヒアリング調査（本人） 

②ヒアリング調査（家族） 

③観察調査 

＜ヒアリング対象者＞ 

利用者本人 3名（男性 1 名、女性 2  名） 

 

1 優しい。丁寧な言葉で話してくれる。時々きびしい時がある。他の人

に荒っぽいことを言っているときがある。 

2 大丈夫。私は嫌ではないが、勝手に入ってくることがある。ノックを

して入ってくる。 

3 ソーセージ、パン食べたいと言う。食事は美味しい。消化が悪いもの

が出てくることがある。アンケートにも書いた。入浴は気持ちよ

くできている。 

4 母親が来て話し合いながら作ってくれる。希望を聞いてくれる。自分

で書いた。 

5 必要な分をくれます。先生がくれる。自分で管理している。 

6 いつもお話してくれる。対応してくれる。 

7 母親（2名）、先生、職場の人 

8 インフルエンザになった時、お粥を作ってくれた。頭痛の時の昼食を

買って来てくれる。 

9 月 2回帰宅している。ホームでパソコンをやっている。ヘルパーと出

かける（ディズニーランド、好きな歌手のコンサート、小田原） 

10 ホームの生活は楽しい。満足している（2名）普通。旅行が楽しい。 

 

 

 


